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 沖縄県 中城北中城消防組合 中長期計画  
 

第１章 基本的な考え                          

 

第１節 計画策定の趣旨                               

中城北中城消防組合（以下「本消防組合」という。）は、管轄人口増加基調ですが、少子

高齢化の傾向で、特に高齢者の割合は高い水準にあります。今後も高い伸び率で推移する

ことが想定されることから消防行政を見直す状況に直面しています。近年、災害はますま

す大規模化、複雑多様化しており大規模災害や自然災害に伴う、特殊災害への対応、新興・

再興感染症汎発流行、また、インバウンドツーリズムに伴う多数傷病者発生事案、社会福

祉施設、病院などにおける災害への対応及び協力、さらには、消防需要の増加とともに消

防に対する期待がますます高まっています。このような状況下において様々な課題を乗り

越え、消防の使命である「安全・安心」を守

っていくためには、中長期的な視点に立った

消防行政の運営の継続が課題であります。そ

こで、本消防組合では「安全・安心」を守る

ことを第一とし、今後の本消防組合が目指す

課題を明確にするとともに、これらを実現す

るための基本目標、方向性、施策などを示す

消防の基本計画として本消防組合中長期計

画を改定しました。 

 

第２節 計画の位置付                                

この計画は、消防行政運営の指針、基本計画として施策の基本方向をまとめた最上位の

計画です。「安全・安心」の実現に向け本計画を推進します。 

なお、計画の見直しにおいては社会情勢などの急激な変化や想定外の災害の発生など計

画を進めていく上で見直さなくてはならない事象が発生した場合は、柔軟に対応するため、

必要に応じ計画の見直しを実施します。 
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第２章 中城北中城消防組合基本構想                   

第１節 時代背景と課題                               

１-１ 人口増加と超高齢社会       

中城村南上原地区、北中城村ライカム地区における高層マンションの建設活動の活発化、

大規模商業施設の影響で人口流動は流入傾向であり昼間人口増加が進んでおります。  

更に、世界遺産登録の中城城跡が存在しインバウンドツーリズムへの対応があげられま

す。 

次に、住民の少子高齢化が進んでおり、こうした本村における人口の見通しや人口動態

を踏まえながら消防体制を整備する必要があります。全国的に見ても住宅火災による死者

数の 7 割以上が高齢者であり、また、救急業務においても高齢者の傷病程度は中など症以

上の割合が多く重篤化する傾向にあることから超高齢社会の到来に備えた対応が求められ

ます。 

 

１-２ 安全・安心 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災後、今後３０年の間にマグニチュード８

から９程度の地震が８0％の確率で発生すると予測されておりますが、南海トラフは東方の

海底で琉球海溝と接しており沖縄県においても南海トラフ地震と同様に巨大地震へ警戒し

なければならない状況であります。 

また、県内のみならず全国各地で大型台風、集中豪雨の発生など風水害による甚大な被

害が報告されているところであり、本消防組合管内でも平成１８年６月には中城村で、大

規模な土砂災害（地すべり）が発生しております。また、両村は海岸に面した地区が多数

存在しており津波への対応も懸念されているところであります。 

次に、社会のグローバル化による影響で新型コロナウイルス感染症が発生し、これから

も様々な感染症など村民の「安全・安心」への脅威は複雑多様化しています。このような

状況において村民の期待に応え、あらゆる災害での被害を最小限にとどめ、生活と安全を

守るためには更なる消防防災体制の充実強化が求められます。 

 

１- ３ 社会情勢の変化に対応できる人材の育成  

令和5年度から令和13年度にかけて定年年齢

が 60 歳から 65 歳へ段階的に引き上げられるこ

とを踏まえ、定年退職者がいない場合でもあらか

じめ一定の職員を確保するなど定員管理の工夫が

求められます。社会情勢の急速な変化、複雑多様

化する消防行政に対応するため行政職員の育成・

確保が求められ、社会情勢に対応する組織体制が

求められております。また、令和４年に育児介護
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休業法が改正されたことに伴い行政においても働き方に改革が求められており、消防力の

低下を招かないような対策も必要となっております。 

現在、本消防組合では、多数の職員が定年退職し、平均年齢の若返りが図られる一方、

経験の浅い若年層職員が多くなっており知識、技術及び経験などの専門知識の伝承が課題

となっています。また、複雑多様化する法規制など時代潮流の変化に的確に対応でき、強

いリーダーシップが取れる幹部職員の育成も重要な課題となっております。 

 

１-４ 技術革新（新たな災害への取組） 

現在、世界規模で起こっているテロなどへ

の災害やNBC災害への対応が急務でありま

す。特に化学剤、生物剤への対応が必要とな

り、加えて、放射性物質に関する知識修得も

喫緊の課題であります。 

これまで通常では想定されなかった新た

な脅威に備えるためには、危険情報を収集す

るとともに日ごろから新しい技術に関する知識や見識を広めておく必要があります。万が

一に備え、資機材整備、消防活動面の対策を整えることが必要であります。 

 

第２節 基本理念                                  

本消防組合は、村民の生命、身体及び財産を守るとともに災害を防ぎ、災害による被害

を軽減するほか、災害による傷病者の搬送を適切に行うことを職務とします。 

大規模災害、大型台風や集中豪雨などの自然災害の発生、様々な感染症の汎発流行、商

業施設及び病院、社会福祉施設の大規模化に伴う複雑多様化する災害への対応、テロやNBC

災害への対応など本消防組合は、様々な課題への検証を行い、いかなる情勢下においても

「安全・安心」を守ることを第一として、あらゆる事案に迅速かつ的確に対応できる消防

体制を整備するとともに、より質の高い消防行政サービスが提供できるよう全職員一丸と

なって全力で取り組んでまいります。                     
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第３節 実施計画                                 

３-１ 中期・長期ビジョン 

基本理念の実現に向け、本消防組合を取り巻く時代背景と課題を踏まえた上で消防業務、

救急業務、人材育成という視点から３つの長期ビジョンを設定しました。本消防組合が目

指す実施基本計画を示しています。 

 

（１）消防及び救急業務への課題 

大規模災害、大型台風及び集中豪雨などの自然災害の発生、様々な感染症の汎発流行、

テロ災害への不安、災害は、大規模化・複雑多様化していくと予想されます。 また、南海

トラフ地震では、かつてないほどの巨大津波の発生が予想され、さらには東日本、西日本、

南西諸島及び、環太平洋の各地への拡大が予想されております。 

本消防組合においても救急出動は、10年前の平成25年と比較すると1,045件の増で、

全搬送人員に占める高齢者（65 歳以上）の割合が増加しております。その傷病程度は中な

ど症以上の割合が多く重篤化する傾向があることから、高齢社会の到来に対応した救急活

動が求められています。また、障がい者の割合が微増傾向であり、障がい者を医療機関へ

引き継ぐための施策が課題となります。これらを含む災害弱者への対応の強化が課題とな

ります。 

 

救急出動件数の推移 

令和 6年 令和 5年 令和 4年 令和 3年 令和 2年 令和元年 平成 2５年 

2,582 2,517 2,301 1,890 1,731 2,024 1,537 
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■消防及び救急業務への取組 

消防行政の基本活動である消火、救助、救急活動に加え、大規模災害など発生の脅威、

複雑多様化する災害、高い救急需要への対応など、消防行政は増加の一途をたどっていま

す。本消防組合として消防組織にとらわれない他組織との連携強化で、武力攻撃・テロ災
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害、特殊災害、航空機や船舶・高速道路での事故、山林火災、更には暴風・強風による延

焼拡大火災などへの対応も不可欠となります。また、大規模災害への対応として、住民自

身が備えられる活動として、防災講話を通し「自助・共助」を推進するともに、消防団の

教育と活用で災害への対応力の強化を促すことも必要となってきます。 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行からの脱却で、インバウンドツーリズムが増加

傾向にあるため、情報を整理し、火災予防の推進を行い観光客のみならず、住民などが利

用する防火対象物に対する安全性強化の取組みが必要であります。 

救急業務に関しては、超高齢化社会により、救急件数が増加している状況で、適切な救

急業務の実施により CPA（心肺機能停止）傷病者に対する救命率を維持及び向上させる救

急業務の質の向上や消防隊と救急隊の連携の強化。応急手当の普及啓発の継続、ひっ迫す

る救急要請に係る病院やドクターカーとのさらなる連携強化、消防防災・救急分野におけ

る DX 化（デジタル・トランスフォーメーション）の検討が必要であります。 

沖縄県の取組みと共に、団塊の世代が 75歳以上となり、その割合が増加し続けることが

予測され救急需要はさらに増加することが見込まれております。 

医療・介護・介護予防・住まい・自立した日常生活の支援が一体的に提供される状況を

目指して地域包括ケアシステムの構築への取組みを支援していきます。 

 

（２）予防業務への課題 

管内には中高層住宅が多く存在していますが、南上原、ライカム地区を中心に増加傾向

にあり、火災予防の観点から消防設備の指導が重点施策となっています。 

また、超高齢社会に伴い、高齢者（災害弱者を含む）が被害に遭う傾向が強い現状で安

全対策を進める必要があります。高齢者に対する住まいの防火・防災に関する予防啓発の

推進、災害弱者や高齢者の入院、受診する病院及び医院並びに老健施設の立入検査を実施

するとともに、火災予防活動の中心となる「秋・春の火災

予防運動」の効果をより高めた啓発活動を行うなど、さら

に、消防広報誌や構成村の広報誌を利用した啓発広報の実

施を行い火災予防の充実に努めます。 

また、沖縄電力吉の浦火力発電所やイオンモール沖縄ラ

イカムなどの大規模施設の訓練などへの対応。各地域にお

ける自主防災組織も充実させなければならないと考えま

す。 

平成 23 年 6 月 1 日より、すべての住宅へ住宅用火災

警報器
  

が義務付けられましたが、管内の設置率は 30 パー

セント前後と低く普及していないと状況が課題です。特に

高齢者世帯や災害弱者への対応が重点課題となっていま

す。 
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■予防業務への取組 

火災を未然に防ぐことや地震などの災害による被害を軽減することは、消防にとっては

重要な任務です。今後、高齢社会の到来に伴い高齢者が入所する社会福祉施設などが増加

することが予想されます。万が一災害などが発生した場合、高齢者をはじめとする多くの

災害時要援護者が犠牲になることが懸念されます。本消防組合は、こうした犠牲者を１人

でも減らすために火災や危険物事故などの発生、被害を未然に防ぐこと、被害を最小限に

抑制することを目的に更なる住宅防火対策の推進や立入検査などの実施による防火安全対

策の推進など、今後の社会情勢などに対応した火災予防行政を展開してまいります。また、

本消防組合では、違反対象物公表制度の開始以降、防火対象物の立入検査の実施を強化し

ております。違反対象物公表制度を進めていくうえで、立入検査の執行区分を明確にした

実施計画、査察体系を整理し戦略的に実施してまいります。 

 

（３）人材育成への課題 

現在、本消防組合では、多数の職員が定年退職を迎え、職員の若年化により、経験の浅

い職員が多くなることから、技術及び経験などの専門知識の伝承、救急救命士不足による

業務上必要とされる資格者の養成、確保が課題となっています。また、地方分権の進展に

伴い地域が抱える課題を地域で解決するよう求められることから、条例制定権拡大に伴う

政策立案能力を有する職員や新たな法規制に対応できる職員の育成など、時代の変化に的

確に対応できる人材の育成が課題となっています。 

 

■職員の責務 

職員の能力を高めるためには、職員一人ひとりが人材育成の推進役として、自己啓発を図

り、意欲的な研修に参加する意識を持つとともに上司や同僚と協力し、自ら積極的に学び、

職務を通じて得た知識や技術・技能を皆で共有し、組織の活性化を図ることが重要です。 

 

■社会情勢の変化に対応できる人材育成への取組 

行政サービスの質は、職員の資質によるところがあり、その向上は、消防行政サービス
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の向上につながります。 

また、職員一人ひとりのレベルアップは、組織全体のレベルアップにつながることから、

経験の浅い若年層職員への専門知識、技術及び経験などの伝承など時代の変化に的確に対

応した職員の育成、資格者の養成など、新たな時代にふさわしい人材づくりを目指すこと

により、高度で質の高い消防行政を展開してまいります。 

さらに、救急需要の高まる中、業務上必要とされる資格である救急救命士の確保、併せ

て救命士の養成は必要不可欠であり、救急業務の行政サービスを低下させないよう努める

こと。消防大学校へ幹部研修や上部組織への研修、人事交流などにより高度な知識や技術

を取り入れ個々の能力を向上にさせ、そのフィードバックを通して組織の資質を向上させ

ることにより消防サービスの充実強化に努めます。 

 

３-２ 効率的・効果的な行政運営 

本消防組合は、昭和５３年 6 月発足以来、両村における進展に適切に対応するため、消

防力の整備を図り、「安全・安心」の確保に努めてまいりました。 しかし、近年本消防組

合を取り巻く環境は大きく変化し、更に、災害は複雑多様化しています。本消防組合は環

境の変化に対応しつつ、様々な課題を乗り越えながら、災害に適切に対応していくため、

消防力の整備指針に基づき消防施設整備を行うものとし、消防力をより効率的に運用する

とともに、災害時に消防力を最大限発揮することができる消防活動体制を構築し、公共施

設・車両について維持管理費用が抑えられるよう長寿命化など効率的・効果的な対策を行

います。 

 

（１）消防施設 

（ア）本庁舎 

         本消防組合新公会計整備及び公共施設など総合管理計画によると、昭和５５年建設の消

防庁舎、車庫及び訓練塔が既に 3６年を経過して

おり経年劣化が否めず、平成 27年度に、庁舎の

メンテナンスで長寿命化を図りました。令和 6年

度に緊急防災・減災事業債を活用し、PPP（官民

連携）事業の BTO（建設・移転・運営）で整備

し、令和 7 年１月に消防庁舎部分の第１期工事を

終え、令和 8 年 3 月に車庫、訓練施設の全施設

が竣工する予定です。 

      

 

 

 

昭和５５年建設消防庁舎 
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敷地面積 ：5,668.00㎡ 

     構    造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

     延べ床面積：2,890.72 ㎡  

・庁舎：2,394.93㎡ 仮眠室（１１） 

予備室（１）女性用仮眠室（１） 

・主訓練棟：381.78㎡ 

・補助訓練棟：93.60 ㎡ 

・備蓄倉庫：9.82㎡ 

・防水訓練壁：10.59 ㎡ 

建築面積 ：1,907.04㎡ 

車両配備数：救急車（２）、2,000Ｌ水槽付消防ポンプ自動車（１）、１５００Ｌ水槽付

ＣＤ１ポンプ自動車、高所作業棟付 CAFS消防ポンプ自動車（１）、小型動

力ポンプ付 10,000L 水槽車（１）、救助工作車（１）、資機材搬送車（１）、

輸送車（１）、司令車（１）事務連絡車（１）、予防広報車（１）、コンテナ

車（２） 

消防団車両：広報車 

 

（イ）出張所 

令和 4 年４月より運用を開始した中城出張所

は、緊急防災・減災事業債を活用し、PPP（官民

連携）事業の BTO（建設・移転・運営）で整備

を行いました。両村の急激な都市構造の変化、特

に中城村南側地域の人口増加や交通渋滞による

消防行政の課題の変化に対するサービス向上と

効率を改善し、災害に強く安心して暮らせる地域

の防災拠点として整備が図られました。また、消

防団員の訓練の充実、感染症対策に対応した時代に即した消防庁舎としております。 

敷地面積 ：3,479.65㎡ 

構  造 ：鉄骨造 1 階建て 

延べ床面積：578.59㎡ 仮眠室（５）、女性仮眠室（１） 

車両配備数：救急車（１）3,000L 水槽付（救助資機材搭載）消防ポンプ自動車（１）、 

消防団車両：CD1ポンプ自動車 

署所の数 整備数 整備率（パーセント） 

本署・出張所 2 100 

 

 

新消防庁舎鳥観図 

 

中城出張所 
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（ウ）消防水利 

水道法で消火栓の管理は 水道事業者については、水道に公共の消防のための消火栓を設

置するとされ、また、消防法第二十条において「消防に必要な水利の基準は、消防庁がこ

れを勧告する。 消防に必要な水利施設は市町村が設置、維持管理するものとする。但し、

水道については、当該水道の管理者が設置し維持管理する。」とされ、水道課と調整を行

いながら整備しております。  

水利 整備数 整備率（パーセント） 

消火栓基準（５７４基） 483 84 

防火水槽・指定水利 18 ― 

 

（２）算定率に対する整備率 

消防本部及び署所が保有する消防用自動車などを常時運用するために必要な消防隊、救急

隊、救助隊及び指揮隊の隊員数です。 

消防用自動車などに搭乗する隊員の数について、十分な人員を確保することは、効果的な

消防活動の実施に加え、隊員の安全確保という点からも極めて重要です。しかし、限られ

た人員を有効活用し、効果的な消防行政の推進を図ることにも留意し行っており、現在、

本消防組合では、消防隊と救急隊、救助隊を兼務で運用しており、両村の人口増加に加え、

超高齢社会への対応は懸念されるところであります。 

２０２３年（令和５年）から定年退職年齢が６５歳まで延長となり、定年延長職員の知識・

技術継承が若年層に可能となるよう年齢均衡を考慮した人員配置を行うこと。 

また、２０２１年（令和３年）には育児・介護休業法での働き方に伴い、職場環境を整備

し、変わらぬ消防行政を行うと共に消防力の低下を防ぐ計画を策定していく必要があるが、

基本、１当務１２名としているが救急事案の同時出動の際には非番・週休者の非常招集に

頼っている状況であります。 

消防力の整備指針の充足率を見ると全国平均で 80％となっており、沖縄県は、以前に比

べると改善傾向にありますが、県内平均の充足率は 6４％程度であり、本消防本部の充足率

を全国平均の８０％並みにした場合に２４人、７０％とした場合に１６人が不足となりま

す。今後、国の政策や人口動態に合わせた職員定数の管理など、柔軟性を持たせた定数管

理計画が必要であります。（充足率は消防自動車や救急自動車の整備数と関連しているため

変動はある。） 

 

沖縄県 算定数（人） 整備数（人） 比率（パーセント」 

2,629 1,686 64.1 

令和 4 年度消防施設実態調査（次回調査は令和 7 年度） 
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（３）救急車・消防ポンプ自動車 

本消防組合において整備すべきポンプの口数は消防力の整備指針からすると、消防ポン

プ自動車４台及び消防団が管理する消防ポンプ自動車１台、手引動力ポンプ又は小型動力

ポンプ４口の整備が必要となり、算定率に対し整備数は７８パーセントとなっており、救

急自動車は算定率に対し整備数は１００パーセントとなっております。しかし、救急需要

の高まりから救急車の走行距離が延び、車両の寿命が短くなっており、補助金などを活用

した計画的な車両整備計画が必要です。  

 

（４）はしご自動車整備 

管内には中高層の建物と、大規模な大型総合病院があり、その他、中高層の産婦人科医

院、社会福祉施設などがあります。現在、中高層に対応できる 13ｍ高所作業棟付消防ポン

プ自動車はありますが、南上原地区、ライカム地区の高層住宅の増加が予想されるため調

整が必要となります。 

 

３-３ 短期ビジョン 

救急件数の増加に伴い、救急車の適正利用を呼びかけ、重篤な傷病者への救急体制の確

保、救命講習会においてのバイスタンダーの育成が重要であります。 

また、大規模震災、自然災害、特殊災害・テロなどにおける災害など市町村の消防の範

囲を超える大規模災害を想定した広域応援体制の強化が求められていました。 

沖縄県では、消防救急無線のデジタル化及び沖縄県消防共同指令センターを整備し、災

害に対応する消防指令業務の充実強化を図りました。さらに、２消防本部が参画すること

で、嘉手納町からうるま市へ沖縄県消防共同指令センターを移設し、更なる強化を図り、

本消防組合においてもデジタル無線不感地帯である

地域への解消を行います。 

 

（１）緊急消防援助隊への登録及び訓練等への参加 

既に緊急消防援助隊へはポンプ小隊（１隊）、救急

隊（１隊）を登録しておりましたが、令和２年度新た

に高機能救命ボート・資機材搬送車（1 隊）、令和３

車両 整備数（台） 整備率（パーセント） 

救急車 3 100 

消防ポンプ自動車 

小型動力ポンプ付水槽車 

4 

1 

100 

― 

救助工作車 １ 100 

司令車（指揮車） １ 100 

はしご車 １ 0 
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年度にポンプ小隊（１隊）の追加登録をし、消防力の確実・迅速な被災地への投入を実現

するため、活動能力を向上させるべくブロック
  

訓練への参加を積極的に行います。 

 

（２）震災への対応訓練の強化 

今後発生が危惧されている南海トラフ地震の大規模震災な

ど、倒壊建物内の閉鎖空間での捜索救助活動が必要となってき

ます。本消防組合では、救助技術の向上を図るため、  

ロープレスキューテクニシャンの育成を実施しているとこ

ろですが、いつ起こるか分からない地震などによる倒壊建物に

対応するため全職員に対し、狭あい閉鎖空間での救助捜索活動を想定とした訓練を強化し

ており、さらに倒壊建物からの救助技術訓練も取入れ、今後、世代交代による知識・技術

の伝承を図るとともに訓練効果を上げ救助技術の向上を図り「安全・安心」を確保します。 

 

（３）救命率向上方策の推進 

救急出動の増加対策として、救急医療機関と連携し、救急車の適

正利用を呼びかけ、生命に危険が迫っている重篤な傷病者への救急

体制の確保に努めつつ、民間を活用しづらい高齢者救急へは、窓口

を広めた配慮も必要であります。また、救命率向上のためには、バ

イスタンダーによる応急手当が重要なことから、引き続き、心肺蘇生法をはじめとする応

急手当の普及啓発に努めるとともに、AED の設置されて

いる応急手当普及協力事業所の増加を図ります。 

また、傷病者が発生した場合、バイスタンダーが応急手

当を速やかに行えば、救命率の向上や治療の経過にも良い

影響を与えることは医学的にも明らかであり、本消防組合

では、バイスタンダーの育成を図るため、毎月第２日曜日

に救命講習を実施しており、引き続き救命講習の推進を図

ります。さらに普及員の育成も考えていきます。  

令和６年９月から救急電話相談窓口＃７１１９事業が開

始され緊急性がない救急車の利用抑制に繋がっており、今

後も周知し、認知度を高めていく取組みが大切であります。 

 

（４）高齢化社会における火災予防行政の推進 

火災による死者数は、住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、ここ数年減少傾向にある

ものの、今後、高齢化社会の到来に伴い、懸念されている住宅火災による高齢者の死者数

増加への低減対策として住宅用火災警報器をはじめとする住宅用防災機器などの更なる設

置普及を啓発します。また、高齢者人口の増加に伴い、高齢者が入所する社会福祉施設な
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どの増加傾向があることから、当該施設における重点的な立入検査の実施や、火災防止対

策の徹底などにより、社会福祉施設などにおける防火安全対策を推進します。 

 

（５）特殊災害への対応（NBC 災害への対応） 

NBC（Nuclear=放射性物質, Biological=生物

剤, Chemical=化学剤）災害への対応について

は、救助省令及び救助活動に関する基準において、

消防本部又は署に当該市町村の人口規模など、地

域の実情に応じて関係する資機材を配置するこ

ととされています。NBC 災害への対応は、防災・

危機管理の一部であり、また国家的・広域的観点

も必要になるものでもあるが、市町村は地域住民の生命身体を災害などから守り住民の「安

全・安心」を確保する責任を有しています。 

両村の国民保護計画 NBC 攻撃による災害への取組として、今、世界規模で起こってい

るテロなどへの危険性を考えた場合 NBC 災害への対応が非常に急務であります。特に化学

物質（C）、生物剤（B）への対応が必要となり、放射性物質（N）への知識も必要となって

くることから、今まで想定されなかった新たな脅威に備えるためには、危険情報を収集す

るとともに、武力攻撃事態への対応など、日ごろから新しい技術に対する知識や見識を広

め、万が一に備え、消防活動面の対策を整えることが必要です。 

 

（６）消防団の充実・活性化の推進 

両村の国民保護計画に基づき、消防団の充実・活性化を図ります。 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安

全の確保に資することを目的として、本消防組合においても２５名へ

と増やしており、消防団員及び車

両・装備において、更なる強化が必

要であります。 

消防団の出動する災害レベルを

明確にすることや、女性団員が行うことが向いている火

災予防の啓もう活動など、女性のみの分団の活用などい

ろいろなアイディアを挙げながら定数増に向け努力しま

す。 

 

（７）人事・組織管理、定員管理 

人事院の有識者会議において、公務員のなり手不足対

策などに関する中間報告をまとめており、優秀な人材を
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確保するため人事院制度での能力・業績主義を徹底するよう提言しており、OJT を推進し、

職員一人ひとりの能力を最大限に引き出すための丁寧な指導・育成に力を入れ、目標管理

とともに勤務実績を評価し、能力評価を前提とし任用などに活用します。  

また、長時間労働の是正に向けた取り組み強化を盛り込んでいます。 

行財政改革が進む中行政の管理責任、行政効率、専門的な能力主義的人事管理、経営的

管理を求めていきます。 

また、人材の確保において、民間企業や上部組織団体における採用活動の早期化、多様

化など人材確保に係る環境の変化を踏まえ採用に係る効率的な方策を検討します。社会情

勢に対応する組織体制を的確に捉え、時代に即した組織・機構の構築に努め、適正な定員

管理に努めます。 

 

第４節 計画推進の基本的な考え方                         

急激な社会情勢の変化、複雑多様化し多発する自然災害に適切に対応するとともに、今

後、発生が予想される南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備えるべく、住民が安心し

て暮らせる「安全・安心」を図っていくための安全で災害に強い村づくりを進める上で、

消防体制を整備することは重要な課題です。また、救急救命士の教育訓練、火災予防にお

ける啓もう活動の重要性、少子高齢社会の到来に伴う高齢者の救急需要の増加、社会福祉

施設などにおける防災対策など消防業務の高度化・専門化と今後の消防需要の伸びが見込

まれるところです。こうした社会情勢や環境などの変化に対応しながら課題を乗り越え、

住民のみな様への「安全・安心」に対するサービス低下を招くことなく、大規模複雑化す

る災害に対応していくためには、限りある人員、予算、装備などをいかに効率的に消防需

要に投入していくかが重要となってきます。効率的な消防財政運営を行い無駄な支出を抑

えながら資源を活用することで消防行政を行うととも

に、明確に費用対効果が算定することの難しい「待機事

務」に対しての必要なコストの予算編成や予算調製を行

い事業に進むことで、消防の使命である「安全・安心」

を守ることを達成するため今後の消防行政の指針とし

ます。 

複雑多様化する需要に的確に対応していくためには、

不足を補いながら両村の課題については身近なところ

で解決されるよう、住民、地域、自主防災組織、企業、

団体などと連携を図りながら、安全で災害に強いまちづ

くりを進めていく必要があります。また、消防の現状や

将来の展望などに関して、住民との情報共有を図り共に

歩む消防を目指します。 
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参考資料 

消防力の整備指針・消防水利の基準（改訂版） 

消防力の整備指針（前文） 

平成 12 年 1 月 20 日 

消 防 庁 告 示 第 1 号 

最終改正 平成 26 年 10 月 31 日 消防長告示第 28 号 

 

市町村においては、消防を取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえ、今後とも、住民の生

命、身体及び財産を守る責務を全うするため、消防力の充実強化を着実に図っていく必要

がある。 

 このためには、各種の災害に的確に対応できるよう警防戦術及び資機材の高度化などの

警防体制の充実強化を図るとともに、建築物の大規模化・複雑化などに伴う予防業務の高

度化・専門化に対応するための予防体制の充実強化、高齢社会の進展などに伴う救急出動

の増加や救急業務の高度化に対応するための救急体制の充実強化、複雑・多様化する災害

における人命救助を的確に実施するための救助体制の充実強化、武力攻撃事態などにおけ

る国民の保護のための措置の実施体制の充実強化などを、職員の安全管理を徹底しつつ推

進していく必要がある。 

 さらに、地震や風水害などの大規模な自然災害などへの備えを強化するため、緊急消防

援助隊
  ＊

をはじめとする広域的な消防体制の充実を図ることが求められている。 

 以下の指針は、こうした事情を踏まえて、市町村が目標とすべき消防力の整備水準を示

すものであり、市町村においては、その保有する消防力の水準を総点検した上で、この指

針に定める施設及び人員を目標として、地域の実情に即した適切な消防体制を整備するこ

とが求められるものである。 

（署所
※

の数） 

第四条 市街地には、署所を設置するものとし、その数は、別表第 1（積雪寒冷の度の甚だ

しい地域（以下「積雪寒冷地」という。）にあっては、別表第２以下この条において同じ。）

に掲げる市街地の区域内の人口について別表第 1 に定める署所の数を基準として、地域

における地勢、道路事情、建築物の構造などの特性（以下「地域特性」という。）を勘案

した数とする。 

２  前項の規定にかかわらず、市街地のうちその区域内の人口が三十万を超えるもの（以

下「大市街地」という。）に設置する署所の数は、当該大市街地を人口三十万単位の地域

に分割し、当該分割にかかる地域を一の市街地とみなして、当該地域の人口についてそ

れぞれ別表第 1 に定める署所の数を合算して得た数を基準として、地域特性を勘案した

数とする。この場合において、同表中「市街地の区域内の人口」とあるのは「分割に係

る地域の人口」と読み替えるものとする 

３  市街地に該当しない地域には、地域の実情に応じて当該地域に署所を設置することが
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できる。 

別表第一（第四条第一項関係） 

  市街地の区域内の人口（万人） 署所の数 

一 一 

二 一 

三 一 

四 二 

五 二 

六 二 
 

 

（動力消防ポンプ数） 

第五条 市街地には、動力消防ポンプを配置するものとし、その数は別表第三（積雪寒冷

地にあっては別表第四以下この条において同じ。）に掲げる市街地の区域内の人口につい

て別表第三に定める消防本部又は署所及び消防団の管理する動力消防ポンプの数を基準

として、地域特性を勘案した数とする。 

２  前項の規定にかかわらず、大市街地に配置する動力消防ポンプの数は、当該大市街地

を人口三十万単位の地域に分割し、当該分割にかかる地域を一の市街地とみなして、当

該地域の人口についてそれぞれ別表第三に定める消防本部又は署所及び消防団の管理す

る動力消防ポンプの数を合算して得た数を基準として、地域特性を勘案した数とする。

この場合において、同表中「市街地の区域内の人口」とあるのは「分割にかかる地域の

人口」と読み替えるものとし、分割にかかる地域の人口が七万未満の場合には、当該地

域に配置する動力消防ポンプの数は、別表第五に掲げる分割にかかる地域の人口につい

て、同表の定めるとおりとする。 

３  準市街地に配置する動力消防ポンプの数は、別表第六に掲げる準市街地の区域内の人

口について同表に定める動力消防ポンプの数を基準として、地域特性を勘案した数とす

る。 

４  前項の規定による動力消防ポンプの数は、動力消防ポンプについてそれぞれ次に掲げ

る口数を基礎として算出する。 

消防ポンプ自動車  二口 

手引動力ポンプ   一口 

小型動力ポンプ   一口 

５ 市街地及び準市街地に該当しない地域には、地域の実情に応じて、必要な数の動力消

防ポンプを配置するものとする。 
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６  第一項から第三項まで及び前項の規定による動力消防ポンプは、消防本部若しくは署

所又は消防団が管理するものとする。 

  

別表第三（第五条第一項関係） 

市街地の区

域内の人口

（万人） 

消防本部又は署所の管理す

る動力消防ポンプの数 
消防団の管理する動力消防ポンプの数 

一 消防ポンプ自動車二台 消防ポンプ自動車三台 

手動動力ポンプ又は小型動力ポンプ一口 

二 消防ポンプ自動車二台 消防ポンプ自動車三台 

手動動力ポンプ又は小型動力ポンプ二口 

三 消防ポンプ自動車三台 消防ポンプ自動車二台 

手動動力ポンプ又は小型動力ポンプ三口 

四 消防ポンプ自動車四台 消防ポンプ自動車一台 

手動動力ポンプ又は小型動力ポンプ四口 

五 消防ポンプ自動車四台 消防ポンプ自動車一台 

手動動力ポンプ又は小型動力ポンプ五口 

 

（はしご自動車） 

第七条 高さ十五メートル以上の建築物（以下「中高層建築物」という。）の火災の鎮圧な

どのため、一の消防署の管轄区域に中高層建築物の数がおおむね十棟以上、又は令別表

中（一）項、（四）項、（五）項イ及び（六）項イなどに掲げる防火対象物のうち中高層

建築物の数がおおむね五棟以上ある場合には、はしご自動車（屈折はしご自動車を含む。

以下同じ。）一台以上を当該消防署又はその出張所に配置するものとする。ただし、当該

消防署の管轄区域が次の各号のいずれにも該当し、かつ、延焼防止のための消防活動に

支障のない場合には、この限りでない。 

(1)  当該消防署の管轄区域に存する中高層建築物が九十棟未満であること 

(2)  当該消防署の管轄区域に存する中高層建築物における火災などにおいて、当該消防署

とその管轄区域が隣接する消防署又はその出張所に配置されたはしご自動車が出動か

ら現場での活動の開始まで三十分未満で完了することができること。 

２  前項の規定によるはしご自動車は、署所が管理するものとする。 

 

（消防本部及び署所の消防職員の総数） 

第三十四条 消防本部及び署所における消防職員の総数は、次の各号に掲げる数を合算し
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て得た数を基準として、勤務の体制、業務の執行体制、年次休暇及び教育訓練の日数な

どを勘案した数とする。 

(1)  消防本部及び署所の管理する消防用自動車などのうち非常用消防用自動車など以外の

ものを常時運用するために必要な消防隊、救急隊、救助隊及び指揮隊の隊員の数（ただ

し、消防隊の隊員については、火災の鎮圧などに支障のない範囲内で、消防用自動車な

どのうち複数のものについて、一の消防隊が搭乗することを、消防本部の規模及び消防

用自動車などの保有状況などを勘案して消防庁長官が定めるところによりあらかじめ定

めている場合にあっては、当該複数のものそれぞれを常時運用するとした場合に、それ

ぞれについて必要となる消防隊の隊員の数のうち最大のものとする。） 

(2)  第三十一条に規定する通信員の数 

(3)  第三十二条第一項に規定する予防要員の数 

(4)  消防本部及び署所の総務事務など（消防の相互応援に関する業務を含む。）の執行のた

めに必要な消防職員の数 

２ 前項の規定により消防職員の総数を計算する場合においては、前条第一項及び第二項

の規定により消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車に搭乗する消防隊の隊員

が救急自動車に搭乗する救急隊の隊員と兼ねる場合にあっては、前項第一号中「ただし」

とあるのは「ただし、救急隊の隊員を兼ねる消防隊の隊員については、当該消防隊の隊

員が搭乗する消防ポンプ自動車、はしご自動車又は化学消防車を常時運用するために必

要な消防隊の隊員の数とし」と、前条第三項の規定により予防要員について警防要員を

もって充てる場合にあっては、前項第三号中「予防要員の数」とあるのは「予防要員の

数から警防要員をもって充てる数を除いた数」と読み替えるものとする。 

 

（NBC 災害対応資機材） 

第十八条 消防本部又は署所に、当該市町村の人口規模、国際空港など及び原子力施設な

どの立地その他の地域の実情に応じて、放射性物質、生物剤及び化学剤による災害に対

応するための資機材（以下「ＮＢＣ災害対応資機材」という。）を配置するものとする。 

２  前項の規定によるＮＢＣ災害対応資機材は、消防本部又は署所が管理するものとする。  


